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 本事業については、介護サービスの質的向上を図るための施策として、介護サービ

ス適正実施指導事業に位置付け推進してきたところである。 

 地域支援事業の創設に伴い、本事業の実施においても地域の実情に応じて適切に実

施いただくことが望まれるところであり、また、介護相談員には、サービスの質の向

上、認知症対策を始めとした利用者及び家族の権利擁護の促進、地域包括支援センタ

ーを中心とする地域包括ケアに関わる一員となるなど、様々な役割が求められている

ところである。 

 このため、本事業が適切かつ円滑に行われるよう支援していく観点から、今般、別

紙のとおり「介護相談員派遣等事業について」を示すこととしたので、御了知の上、

管内市町村に周知されたい。 

 なお、本通知は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４第１項の

規定による技術的助言とする。 

 

別紙 

介護相談員派遣等事業について 

１ 目的 

本事業は、介護サービスの提供の場を訪ね、サービスを利用する者等の話を聞き、相談

に応じる等の活動を行う者の登録を行い、申出のあったサービス事業所等に派遣すること

等により、利用者の疑問や不満、不安の解消を図るとともに、派遣を受けた事業所におけ

る介護サービスの質的な向上を図ることを目的とする。 

介護保険制度の中には、都道府県国民健康保険団体連合会又は市町村による苦情対応に

係る対策が盛り込まれているが、これらは何らかの問題が生じた場合の事後的な対応が中

心であることから、本事業は、苦情に至る事態を未然に防止すること及び利用者の日常的

な不平、不満又は疑問に対応して改善の途を探ること（問題提起・提案解決型の事業）を

目指すものとする。  

 

２ 実施主体 

事業の実施主体は、市町村（特別区を含む。以下同じ。）とする。 

市町村は、地域の実情に応じ、適切な事業運営が確保できると認められる団体に委託す

ることができる。 

 

３ 事業内容 

（1）介護相談員の登録 

ア 介護サービスの提供の場を訪ね、サービスを利用する者等の話を聞き、相談に応じ

る等の活動を行う者（以下「介護相談員」という。）の登録を行う。  

イ 登録は、一定水準以上の研修を受けた者であって、事業活動の実施にふさわしい人

格と熱意を有するものを対象として行う。  

ウ 研修は、都道府県が実施主体となる研修又はボランティアの養成に取り組む公益団



体において実施される専門の研修を活用するものとする。なお、それぞれの市町村が

自ら実施し、又は適切に事業を実施できると認められる者に委託して実施することを

妨げるものではない。   

エ 介護相談員の名称は、それぞれの市町村において、独自に定めて差し支えない。  

オ 研修を修了した者に対し、研修の実施主体の長若しくは事業の委託を受けた団体が

修了を証明する文書を交付する。  

カ 市町村は、登録を行った者に対し、介護相談員であることを証する文書（以下「身

分証明書」という。）を交付するものとする。  

 

（2）派遣する介護相談員の選定 

ア 介護相談員の派遣を希望する施設等の介護サービス事業所をリストアップする。  

イ 派遣の希望があった各事業所について、それぞれの担当となる適切な介護相談員（事

業所ごとに１名又は複数名）を選定する。  

 

（3）介護相談員の活動  

ア 介護相談員は、担当する事業所等を定期又は随時に訪問する。訪問の頻度は、概ね

１～２週間に１回程度を目安とする。  

イ 介護相談員は、施設等のサービス事業所において、 

・利用者の話を聞き、相談にのる 

・施設等の行事に参加する 

・サービスの現状把握に努める 

・事業所の管理者や従事者と意見交換する 

・利用者に自分の連絡先を周知する 

などの活動を行い、サービス提供等に関して気づいたことや提案等がある場合には、

事業所の管理者等にその旨を伝える。   

ウ 訪問介護等訪問系のサービス事業所を派遣の対象とする場合には、介護相談員は、

事業所のほか、適宜、事業者及び利用者の了解を得て、利用者の自宅を訪問する。  

エ 介護相談員は、介護サービスの利用者と事業者の間の橋渡し役となって、利用者の

疑問や不満、心配事等に対応し、サービス改善の途を探る。  

オ 介護相談員は、その活動状況について、事業運営を行う事務局に報告を行う。  

カ 事業運営を行う事務局は、適宜、介護相談員同士の連絡会議を開催する。  

キ 介護相談員及び事業運営を行う事務局は、利用者のプライバシーの保護に十分配慮

しなければならない。  

ク 介護相談員及び事業運営を行う事務局は市町村等に対して、相談者に関する情報を

提供する際には、あらかじめ文書により相談者の同意を得ておかなければならない。   

ケ 介護相談員は、身分証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提

示しなければならない。  

コ 本事業の適性かつ円滑な推進のため、現任の介護相談員に対して、地域の実情に応

じ、継続的に一定水準以上の研修を実施することにより、必要な知識・技術の習得を

図る。  

 

（4）活動状況の情報提供等 

ア 事業運営を行う事務局は、派遣した介護相談員の活動状況をとりまとめ、随時、住

民等に対して情報提供を行う。  



イ 介護相談員の活動に関し、苦情等が寄せられた場合には、事業運営を行う事務局は、

事実関係等を把握するとともに、必要に応じ、介護相談員の交替を含め、適切な対応

を行う。  

 

４ その他 

(1)本事業が所期の目的を果たし、十分な効果を上げるためには、 

   ① 事業の趣旨を理解した上で、事業の委託先等において適切な事業運営を行いうる事

務局を確保できるかどうか   

② 管内のサービス事業者に事業の趣旨の理解を求めた上で、より多くの事業者から派

遣の希望を受けることができるかどうかといった点が重要である。  

市町村において、本事業を実施するに当たっては、こうした点に留意して、住民参

加型の取り組みとなるような環境づくりを進める必要がある。 

  

(2)本事業の実施に当たっては、介護相談員の養成等を担う都道府県と連携を図り、実施す

ること。   

 

 


